
前橋駅東側自転車等駐車場ゲートシステム賃貸借業務仕様書 

 

１ 件名 

  前橋駅東側自転車等駐車場ゲートシステム賃貸借業務 

 

２ 設置場所 

  前橋駅東側自転車等駐車場（前橋市表町二丁目３６７番） 

 

３ 賃貸借物件 

  別添「賃貸借物件一覧」のとおり 

 

４ 物件価格 

  ２５，６００，０００円（消費税及び地方消費税含まず） 

 

５ 納入業者 

  神奈川県横浜市港北区新横浜２－７－１９ 

  東海技研株式会社 

  代表取締役 中島 敦 

 

６ 機器納入期限 

  令和５年２月２８日 

 

７ 納入業者への代金支払について 

  支払方法等については納入業者と賃貸借業者が協議して決定すること。 

 

８ 賃貸借期間 

  令和５年３月１日から令和１０年２月２９日（６０ヶ月） 

 

９ 支払方法 

  月ごとに賃借料を各施設所管課（道路管理課）に請求することとし、適式な請求書を

受領した日から起算して各施設所管課から３０日以内に支払う。 

 

１０ その他 

 (1) 契約不適合責任 

   納入業者は、引渡しの日の翌日から起算して１年間契約不適合責任を負う。 

 (2) 動産総合保険の付保 

   契約期間中、故障や破損等の際に対応できるよう、賃貸人を保険契約者とする動産

総合保険を賃貸人の負担により付保すること。 

 



 (3) 譲渡条件 

   賃貸借期間満了時に賃貸借物件に係る権利を、前橋市に無償で譲渡することとする。

（償却資産としての申告は不要） 

 (4) 権利義務の譲渡の禁止 

   この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、若しくは継承させ、又はそ

の権利を担保に供することはできない。 

 (5) 予算の減額又は削減に伴う解除等 

   この契約は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３４条の３の規定による

長期継続契約であるため、この契約の締結日の属する年度の翌年度以降において、こ

の契約に係る発注者の歳出予算の減額又は削除があった場合は、発注者は、この契約

を変更又は解除することができる。 

  

１１ 連絡先 

 (1) 前橋市建設部道路管理課管理係（担当：土屋） 

   電話：０２７－８９８－６８２２ 

 (2) 納入業者 東海技研株式会社 （担当：井上） 

   電話：０４５－４７１－８３００ 

 


